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諸懸案事項の整理について 

５月３１日、会社より説明を受けました。 

 

１．年次有給休暇について  

 

勤続１年未満の者に付与する年次有給休暇の日数を 11 日から 15 日に改める。これに伴い、採用

された月の初日を付与期日として採用月により定める日数を次のように改める。  

  

（変更前）  

採用月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月 11 月 12 月 １月  ２月  ３月  

付与日数 11  11  11  10  10  10  ６  ５  ４  ３  ２  １  

注）新たに採用された者で４月１日採用以外の者については、採用日の属する年度の末日をもって、

勤続１年に達したものとして取り扱う。  
 

（変更後）  

採用月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月 11 月 12 月 １月  ２月  ３月  

付与日数 15  14  13  12  11  10  ８  ７  ６  ５  ４  ３  

注）新たに採用された者で４月１日採用以外の者については、採用日の属する年度の末日をもって、

勤続１年に達したものとして取り扱う。  

  

２．保存休暇について  

 

保存休暇の使用事由のうち、「風水震火災等の不可抗力により家屋に損壊を受けた場合」  における

対象家屋の範囲を「社員所有の家屋」から、「社員所有の家屋及び社員の２親等以内の親族が所有す

る家屋」に拡大する。  

  

３．実施時期  

 

2024 年 4 月 1 日から適用する。  

 以 上 


